
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 
 
 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１条の３第１項に規定する教育の大綱

として、上記のとおり定めます。 

 

令和２年 月 日  

                 

 

 

人間性・社会性 
協働性・創造性など 

感性・知識・能力 
思考力・判断力 
表現力・主体性など 

前橋市教育の大綱（案） 

～ 前橋の教育が目指す人間像 ～  

前橋市では、目指す人間像を「多様な人と協働しながら、主体的・創造的に

社会を創る人」とします。 

 

そのためには、一人一人が、感性を磨き、知識、技能、思考力、判断力、表

現力などの様々な力をつけ、それぞれのよさを伸ばし、自己肯定感を高めて主

体的に生きていくことが大切です。さらには、様々な人と関わる中で、社会性

や協働性、創造性や多様性を尊重する心豊かな人間性を育むことも必要です。 

こうして育まれてきた一人一人のよさ、個性が、社会の中で活動することで

さらに伸長し、自信や生きる意欲、自立心などが育まれていくように、個の育

ちと社会の中での育ちは、相互に関わり合うものと考えます。 

 

前橋市では、個の育ちと社会の中での育ちのどちらも大切にすることで、ふ

るさと前橋を愛し、「多様な人と協働しながら、主体的・創造的に社会を創る

人」の育成を目指します。 

  
個の育ち 社会の中での育ち 

多様な人と協働しながら、 

主体的・創造的に社会を創る人 

 

前橋市長 


